
 

 

 

和歌山市監査委員公表第７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条第１項の規定に基

づき、令和元年６月５日付けで提出された「住民監査請求書」（以下「本件請求」という。）

について、次のとおりであるので、公表する。 

 令和元年７月３日 

和歌山市監査委員 森 田 昌 伸     

同 上    柳 野 純 夫     

同 上    芝 本 和 己     

同 上    中 塚   隆     

 

第１ 監査の請求 

   本件請求の要旨は次のとおりである。 

 １ 請求の対象となる執行機関又は職員 

   和歌山市長（以下「市長」という。） 

 ２ 請求の趣旨 

和歌山市議会における会派である至誠クラブ（※）が平成２７年１２月１６日から平成

２９年８月１０日までに調査費として支出した１６６，９４５円は違法不当であり、市長

は同クラブに対し、当該金額の不当利得返還請求権があるにもかかわらず、その権利を行

使することを怠っている。 

 ３ 請求の理由 

和歌山市（以下「市」という。）が平成２７年度から平成２９年度までに至誠クラブに

対し交付した政務活動費のうち、調査費としてガソリン代の支出が見受けられたが、領収

書に詳細が添付されていなかった。 

領収書記載のガソリンスタンドの従業員に対し、ガソリン代が異常に高額ではないかと

尋ねたところ、「ガソリン代やら灯油代がある。」との回答を得た。また、ガソリン代か

ら走行距離の検証を行ったところ、平成２７年１２月１６日から平成２８年３月２２日頃

までのガソリン代から算出された走行距離は月平均約１００～１８０ｋｍ程度だったもの

が、平成２９年６月３０日から同年８月１０日頃の走行距離は月平均８００ｋｍと、大幅

に増加していることから、調査費（ガソリン代）を不正受給していることは明らかである。 

 ４ 市に生じている損害 

   至誠クラブが不当に利得した１６６，９４５円 

 ５ 求める必要な措置 

   監査委員は市長に対し、次の措置を講ずるよう勧告することを求める。  

   至誠クラブが調査費として支出した１６６，９４５円について返還を求めること。  

 ※ 「至誠クラブ」は、監査委員において「至政クラブ」のことと解するが、当該箇所にお

いては、原文のままの表記とする。 

 

 



 

 

 

第２ 当監査委員の判断 

法第２４２条に定める住民監査請求においては、市職員等による個別具体的に特定され

た財務会計上の行為又は怠る事実（以下「当該行為等」という。）について、具体的な理

由により、当該行為等が法令に違反し、または行政目的上不当である旨を摘示して初めて

請求の要件を満たすものとされ、請求人において違法事由を他の事由から区別して特定認

識できるように個別的、具体的に摘示することを要し、違法又は不当な公金の支出等の事

実を証する書面を添えて請求をする必要があるとされている。これは、事実に基づかない

単なる憶測や主観だけで監査を求めることの弊害を防止するためであると解する。  

本件請求において、請求人は、当該請求に係る会派が調査費（ガソリン代）として支出

した合計１６６，９４５円の中に、ガソリン代以外のものが含まれている可能性があり、

違法又は不当な公金等の支出であるといった見解・意見を主張するが、具体的な事実を証

する書面の提出は認められなかった。 

よって、本件請求は、法第２４２条に定める要件を満たさない不適法な請求であると認

め、これを却下する。 

 


